
入札説明書 

 

 日本のひなた宮崎国スポ綾町実行委員会（以下、「町実行委員会」という）が発注する「日

本のひなた宮崎国スポサッカー競技リハーサル大会会場設営撤去等業務」の一般競争入札

に係る事項については、この説明書によるものとする。 
 

１　競争入札に付する事項  

（１）業 務 名 　日本のひなた宮崎国スポサッカー競技リハーサル大会会場設営撤去等業

務 

（２）業務期間 　契約締結日から令和９年２月２６日（金）まで  

（３）業務概要 　日本のひなた宮崎国スポサッカー競技リハーサル大会会場設営撤去等業

務及び日本のひなた宮崎国スポ会場設営業務に向けた検証及び設計修

正業務。詳細は仕様書のとおり。  

 

２　入札参加資格に関する事項 

本入札に参加することができる者は、以下の参加資格要件を全て満たすものとする。 

（１）地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の４第１項に該当しないこと。 

（２）会社更生法(平成14年法律第154号)第17条又は民事再生法(平成11年法律第225号)第

21条の規定による再生手続又は再生手続の開始の申立がなされた場合は、再生計画の

認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。 

（３）次のいずれにも該当しないこと。 

ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。以下「法」

という。）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」） 

イ 法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」） 

ウ 暴力団関係者　次の（ア）から（エ）までのいずれかに該当する者をいう。 

（ア）自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える

目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者 

（イ）暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する 

など、直接的若しくは積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与し

ている者 

（ウ）暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

（エ）暴力団、暴力団員又は(ｱ)から(ｳ)までのいずれかに該当する者であることを知

りながら、これを不当に利用するなどしている者 

（４）当該年度の綾町競争入札参加資格者名簿に登録のある者。 

（５）入札書提出時において、本町の指名停止を受けていないこと。 



（６）入札書提出後、請負業者決定までの間においても参加資格条件を満たすこと。 

（７）令和３年４月１日から令和８年３月３１日までにおいて、元請けとして、地方公共団

体又は地方公共団体実行委員会等が発注した国民体育大会(現 国民スポーツ大会)

の正式競技に係る会場の設営業務の履行実績を有している者であること。又は、綾町

が発注したイベントの設営業務の履行実績を有している者であること。 

 

３ 入札参加資格の審査の申請方法 

（１）入札に参加しようとする者（以下「申請者」という。）は、次に掲げる書類を会長に

提出し、町実行委員会の入札参加資格の審査を受けなければならない。 

なお、第４号の受付期間内に申請書等の提出がない場合は、入札に参加することがで

きない。  

ア 条件付一般競争入札参加資格確認申請書（様式第１号） 

イ 受託業務実績一覧表（様式第２号） 

※履行実績は、過去５年間において、国民体育大会(現 国民スポーツ大会)又は同

大会競技別リハーサル大会の競技会場の設営・撤去業務、又は綾町が発注したイ

ベントの設営業務に係る契約を締結し、これを履行した実績とする。また、履行

実績を証する書類の写し（契約書、業務完了報告書等）を併せて提出すること。 

ウ 条件付一般競争入札参加資格確認通知書返信用封筒（長形３号の封筒に返信先を

記載し、１１０円切手を貼り付けたもの）  

（２）前号に掲げる書類の様式は、町実行委員会ホームページの入札公告のページからダウ

ンロードして取得すること。  

（３）申請者は、第１号に定める書類を、次号に掲げる入札参加資格の審査の申請の受付期

間に受付場所において会長に提出すること。 

（４）入札参加資格の審査の申請の受付期間及び受付場所は、次のとおりとする。  

ア 受付期間  

令和８年７月１日（水）から同月８日（水）まで（日曜日及び土曜日を除く。）の

午前９時から午後５時まで  

イ 受付場所  

　　　　 〒880-1303　宮崎県東諸県郡綾町大字南俣５４６番地１ 

　 日本のひなた宮崎国スポ綾町実行委員会（綾町教育委員会社会教育課内） 

　 TEL：0985-77-5003 

ウ 方法  

申請書等は持参又は郵送により提出すること。ただし、郵送による提出の場合は、

次号の郵送先に、特定記録郵便、一般書留郵便又は簡易書留郵便の方法により送付

するものとし、令和８年７月８日（水）午後５時までに必着とする。  

エ 郵送先  



　　　　 〒880-1303　宮崎県東諸県郡綾町大字南俣５４６番地１ 

　　　　 日本のひなた宮崎国スポ綾町実行委員会（綾町教育委員会社会教育課内）宛て 

（５）書類の作成に係る費用は、申請者の負担とする。  

（６）提出された書類は返却しない。  

 

４ 入札参加資格の審査及び通知  

（１）入札参加資格は提出された書類を審査の上、その結果を条件付一般競争入札参加資格

確認通知書により随時通知する。  

（２）審査結果にて入札参加資格を有することを認めた場合でも、開札日までに第２項各号

に掲げる要件のいずれかを満たさなくなったときは、入札者の資格を失うものとする。  

（３）入札参加資格がないと認定された者には、第１号の通知書にその理由を付す。  

なお、入札参加資格がないと通知された者は、参加資格がないと認めた理由について説

明を求めることができる。この説明を求める場合は、令和８年７月１３日（月）までに

日本のひなた宮崎国スポ綾町実行委員会（綾町教育委員会社会教育課内）へその旨を記

載した書面を提出すること。  

 

５ 契約条項を示す場所及び期間  

契約書及び仕様書については、日本のひなた宮崎国スポ綾町実行委員会（綾町教育委員

会社会教育課内）において閲覧することができる。  

閲覧期間は、令和８年７月１日（水）から同月８日（水）まで（日曜日及び土曜日を除

く。）の午前９時から午後５時までとする。  

 

６ 入札条件  

（１）入 札 日 時　　令和８年７月１５日（水）※入札時間は後日指定する。  

（２）場 　 　 所　　〒880-1303　宮崎県東諸県郡綾町大字南俣５１５番地 

綾町役場　第２会議室 

（３）入札保証金　　免除 

（４）予 定 価 格　　設定する（入札後公表） 

（５）最低制限価格　　設定する（非公表）  

（６）契約保証金　　綾町委託契約約款第４条に準じる 

（７）入 札 回 数　　３回までとする。 

（８）支 払 条 件　　一括払いとし、全ての検査合格後、適法な請求を受けた日から３０

日以内に支払う。ただし、綾町委託契約約款第３７条に準じて部分引

渡しを認め、この場合、指定部分に相応する業務委託料を支払う。 

（９）落札者の決定方法  

落札者は、予定価格以下最低制限価格以上で、最低の価格をもって入札した者とする。  



開札の結果、落札者となるべき同価格の入札をした者が２者以上ある場合は、くじによ

り決定する。  

なお、落札者と決定された日から７日以内に契約を締結しなければならない。ただし、

契約を締結する日までの間に落札者が第２項各号に掲げる要件のいずれかを満たさなく

なった場合は、契約を締結しない。この場合において、町実行委員会は一切の損害賠償の

責を負わない。  

（10）入札に関する注意事項  

ア 見積内訳書の持参  

入札時には必ず見積内訳書（業務名、業務場所、入札者の所在地・名称又は商号

名・代表者職氏名を記載）を持参のこと。見積内訳書は一式計上ではなく、数量、

単価を明示し、積算内容が分かるものとすること。見積内訳書の提出がない場合は

入札に参加できない。  

イ 代理人による入札  

入札を代理人が行う場合、代理人は、入札開始前に委任状を提出しなければなら

ない。なお、この場合の入札書には委任状に示された代理人の使用印鑑を押印する

こと。  

ウ 入札書に記載する金額  

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に

相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金

額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税

業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００

に相当する金額を入札書に記載すること。  

エ 入札書の日付  

第１号の入札日を記載すること。  

オ 入札説明会  

実施しない。  

カ 質問について  

疑義等がある場合には、令和８年７月８日（水）までに質問書（任意様式）を町

実行委員会へ電子メールにて送信すること。  

※電子メール以外の方法によるものは受け付けない。なお、メール送信に当たっ

ては確認のため、送信した旨、町実行委員会へ電話連絡すること。質疑項目が

ない場合は提出不要。  

送信先アドレス　　kokusupo2027@town.aya.lg.jp  

電話番号 　 　　　０９８５－７７－５００３  

質問回答日時　　　令和８年７月９日（木） 綾町実行委員会ホームページ上に掲

載 



キ 入札の無効  

次のいずれかに該当する場合は、入札を無効とする。  

(ア) 入札参加資格のない者（代理人等）のした入札  

(イ) 同一人が同一事項についてした２通以上入札 

(ウ) ２人以上の者から委託をうけた者が行った入札 

(エ) 入札書の表記金額を訂正した入札 

(オ) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札 

(カ) 入札条件に違反した入札 

(キ) 談合その他不正の行為があった入札 

ク 入札の辞退  

入札日前日までに辞退届（任意様式）を提出すること。  

ケ 再度入札  

開札の結果、落札者がない場合は、２回を限度として再度入札をする。  

　　コ　入札の失格 

　　　(1) 最低制限価格を下回ることとなる価格で入札した者は失格とする。 

　　　(2) 特別の事情（交通事故等）がない限り、入札開始時刻までに入札場会場に入札し

なかった者は失格とする。 

 

７ この入札に関する問合せ先  

〒880-1303　宮崎県東諸県郡綾町大字南俣５４６番地１ 

　　　　　日本のひなた宮崎国スポ綾町実行委員会（綾町教育委員会社会教育課内） 

　担当者　安藤 

TEL ：0985-77-5003　　FAX：0985-77-3126 

MAIL：kokusupo2027@town.aya.lg.jp 


